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提
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所
有
者
の
所
在
の
把
握
が
難
し
い
土
地
へ
の
対
応
に
関
す
る
意
見
書

公
共
事
業
の
み
な
ら
ず
、
民
間
も
含
め
て
、
地
域
の
振
興
を
目
的
と
す
る
様
々
な
事
業
を
実
施
し
よ
う
と

す
る
場
合
に
お
い
て
、
不
動
産
登
記
簿
等
の
所
有
者
台
帳
に
よ
り
、
所
有
者
が
直
ち
に
判
明
し
な
い
、
又
は

判
明
し
て
も
連
絡
が
つ
か
な
い
土
地
（
以
下
「
所
有
者
の
所
在
の
把
握
が
難
し
い
土
地
」
と
い
う
。
）
が
顕

在
化
し
、
そ
の
結
果
、
事
業
の
中
止
や
中
断
、
対
象
用
地
の
変
更
等
、
土
地
の
利
活
用
に
至
ら
な
い
ケ
ー
ス

が
多
数
発
生
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
中
、
国
は
、
有
識
者
か
ら
な
る
「
所
有
者
の
所
在
の
把
握
が
難
し
い
土
地
へ
の
対
応
方
策
に

関
す
る
検
討
会
」
を
開
い
て
、
「
所
有
者
の
所
在
の
把
握
が
難
し
い
土
地
に
関
す
る
探
索
・
利
活
用
の
た
め

の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
を
作
成
し
、
所
有
者
探
索
の
ノ
ウ
ハ
ウ
の
周
知
を
図
る
と
と
も
に
、
不
在
者
財
産
管
理

制
度
や
認
可
地
縁
団
体
の
登
記
の
特
例
等
、
関
連
す
る
既
存
制
度
の
活
用
を
促
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
所
有
者
や
そ
の
相
続
人
の
探
索
に
は
、
相
当
の
時
間
や
人
的
・
経
済
的
負
担
を
要
す
る

だ
け
で
な
く
、
た
と
え
所
有
者
等
が
判
明
し
て
も
、
相
続
人
が
多
数
と
な
っ
て
お
り
全
員
の
同
意
を
取
得
す

る
の
が
難
し
い
事
例
等
が
あ
り
、
地
域
の
振
興
を
図
る
上
で
、
今
も
な
お
大
き
な
障
壁
と
な
っ
て
い
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
預
金
者
等
が
名
乗
り
出
な
い
ま
ま
長
期
間
放
置
さ
れ
た
預
金
等
（
以
下
「
休
眠
口
座
等
」

と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
社
会
全
体
へ
の
波
及
効
果
が
大
き
い
民
間
公
益
活
動
に
活
用
す
る
こ
と
を
目
指

し
た
「
民
間
公
益
活
動
を
促
進
す
る
た
め
の
休
眠
預
金
等
に
係
る
資
金
の
活
用
に
関
す
る
法
律
」
が
先
般
国

会
で
成
立
し
て
お
り
、
社
会
経
済
情
勢
の
変
化
に
対
応
し
て
、
新
た
な
制
度
が
動
き
出
そ
う
と
し
て
い
る
。

都
市
部
に
比
べ
て
農
山
漁
村
の
割
合
が
大
き
い
地
域
に
と
っ
て
は
、
所
有
者
の
所
在
の
把
握
が
難
し
い
土

地
で
あ
っ
て
も
重
要
な
資
源
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
休
眠
口
座
等
へ
の
対
応
を
参
考
に
、
地
域
の
振
興
に
貢
献

す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
、
所
有
者
の
所
在
の
把
握
が
難
し
い
土
地
の
利
活
用
に
関
す
る
新
た
な
制
度
が
必

要
と
な
っ
て
き
て
い
る
。

よ
っ
て
、
国
会
及
び
政
府
に
お
か
れ
て
は
、
次
の
項
目
に
つ
い
て
、
地
域
の
振
興
を
積
極
的
に
図
る
観
点

か
ら
、
所
有
者
の
所
在
の
把
握
が
難
し
い
土
地
の
問
題
を
速
や
か
に
解
決
す
る
た
め
の
法
整
備
を
早
急
に
実

現
さ
れ
る
よ
う
強
く
要
望
す
る
。

一

地
域
資
源
を
活
か
し
た
新
た
な
取
組
等
地
域
の
振
興
を
目
的
と
す
る
事
業
の
た
め
に
必
要
な
場
合
や
防

災
・
減
災
対
策
の
た
め
に
緊
急
な
対
応
を
要
す
る
場
合
に
は
、
所
有
者
の
所
在
の
把
握
が
難
し
い
土
地
の

活
用
に
つ
い
て
、
土
地
所
有
者
の
財
産
権
に
配
慮
し
つ
つ
、
既
存
制
度
に
比
べ
て
、
よ
り
迅
速
に
対
応
で

き
る
新
た
な
制
度
を
創
設
す
る
こ
と
。

二

所
有
者
の
住
所
、
土
地
の
課
税
状
況
等
の
提
供
等
、
土
地
所
有
者
の
円
滑
な
探
索
の
た
め
の
環
境
整
備

を
図
る
こ
と
。

三

相
談
窓
口
の
設
置
、
財
産
管
理
人
の
確
保
等
、
既
存
制
度
活
用
の
た
め
の
サ
ポ
ー
ト
体
制
の
構
築
を
図

る
こ
と
。

右
、
地
方
自
治
法
第
九
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
意
見
書
を
提
出
す
る
。

平
成
二
十
九
年
三
月
二
十
九
日
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